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A. 研究⽬的 

 本研究は 2 年間で UHC(Universal Health 
Coverage) を 達 成 す る た め に 有 効 な

研究要旨 
本研究では UHC 推進のための⽀援のためのデジタルヘルス政策について研究した。ま
ず、デジタルヘルスの成熟度を表す指標について、世界銀⾏の ICT アクセス指標や
CRVS(Civil Registration and Vital Statistics)の準備状況、電⼒消費量などを検討したが、
Global Digital Health Index(GDHI)が総合指標として有⽤であることが分かった。
GDHI と UHC Service Coverage Index(SCI)の間には相関がみられ、デジタルヘルスを
成熟させることが UHC 達成に繋がりうることが⽰された。GDHI の７指標と UHC SCI
で正の相関を⽰した指標は、Legislation, Service and application, Infrastructure であっ
た。UHC 達成度の低い国、デジタルヘルス成熟度の低い国に特徴のあるパターンにつ
いて検討を⾏ったが特別な傾向は⾒いだせなかった 
 次に、WHO のデジタルヘルス⽀援戦略について調査を⾏った。WHO Global Digital 
Health Strategy 2020-2025, Digital Implementation Investment Guide, ISO/TR14639, 
Health Informatics, Capacity-based eHealth architecture roadmap を翻訳し内容を検討
した。WHO は 2000 年代よりデジタルヘルスへの投資戦略を検討してきており、GDHI
をはじめとした評価ツールを⽤いて、効率よい投資策を提⾔しており⽇本からのデジタ
ルヘルス⽀援策においても有⽤であると考えられた。 
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ICT( Information and Communication 
Technology)⽀援策について⽴案すること
を⽬的としている。 

本報告書は 1 年⽬の成果としてとして総
論的に UHC 達成のための ICT 政策につい
て世界各国を広く調査し、そこで有⽤と思
われる政策を実施している国について第 2
段階で個別調査を実施することとしている。
本報告書は 1 年⽬の研究の内容をまとめた
ものであり、下記の内容を含む。１年⽬の成
果として、UHC を達成する基盤としてのデ
ジタルヘルス戦略についての世界的動向を
まとめたものである。 

B. 研究⽅法 

ヘルスケア領域での ICT 活⽤については、
eHealth や Digital health などの⽤語が⽤い
られるが、本稿では「デジタルヘルス」に統
⼀する。まず、UHC 達成度とデジタルヘル
スの評価指標について調査を⾏った。 

さ ら に 、 WHO と ITU-T, ISO 
TC215(Health Informatics)が出しているデ
ジタルヘルス関連の⽂献を調査し、世界規
模で⾏われているデジタルヘルス戦略につ
いて調査を⾏った。翻訳して本報告書で概
説する⽂書は以下の通りである。 
1. Global strategy on digital health 2020-

2025 

2. Digital implementation investment 

guide (DIIG) 

3. ISO 14639-1:2012 

4. ISO 14639-2:2014 
 
(倫理⾯への配慮) 
 本研究はデジタルヘルスや UHC につい
ての⽂献学的調査によるものであり、倫理

⾯への配慮が必要な研究に該当しない。 
 

Ｃ．研究結果 

1．研究の背景と概要 
2005 年 世 界 保 健 機 構 （ WHO; World 

Health Organization）は総会でデジタルヘ
ルスに関する決議(WHA58.28)を通じて情
報 通 信 技 術 (ICT; Information and 
Communication Technology)をインフラと
して医療のために活⽤していく戦略を作成
することを表明した。 

また、Universal Health Coverage(UHC)
は持続可能な成⻑⽬標(SDGs; Sustainable 
Development Goals)の 3.8 に規定されてお
り、すべての⼈々に医療を提供することを
⽬標として実現が進められている。 
 UHC 達成のためには UHC の達成のため
には低中所得国の保健システムの強化が必
要であり、それをささえるためにデジタル
ヘ ル ス を 活 ⽤ す る ⽅ 針 が 2018 年 に
WHA71.7 により採択された。以上のように
ＷＨＯとその加盟国は⼀貫した戦略に基づ
いてデジタルヘルスを推進している。 
 ⽇本は UHC の達成に向けて国際的な貢
献をこれまで⾏ってきた。2017 年の G7 サ
ミットで表明された伊勢志摩ビジョンで⽰
されたように UHC を達成するためには、
多国間連携での国際⽀援が必要であり、デ
ジタルヘルスについても WHO が進める国
際保健戦略にそったものが求められる。 

そこで、本研究では UHC 達成に向けた
国 際 的 な デ ジ タ ル ヘ ル ス 戦 略 の 動 向 を
WHO のワーキングペーパーを中⼼に調査
した。⽀援策を検討する上で、UHC やデジ
タルヘルスの達成状況を把握するため、そ
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れぞれの指標について調査した。UHC につ
いては SCI(Service Coverage Index)を採⽤
し、デジタルヘルスの国別の成熟度を評価
す る た め の 指 標 と し て GDHI(Global 
Digital Health Index)を検討した。 

さらに、京都⼤学病院が審査を受けた
Digital Health Indicator を受診した記録を
もとに現在のデジタルヘルスについての世
界的な考え⽅について紹介する。 
 重要な資料は⽇本語に翻訳し研究班で共
有したが、⽂書のライセンスによる制約の
ため⼀般公開することはできない。 
2. WHO のデジタルヘルスによる UHC 達成
戦略の概要 

本稿の内容は WHO による Global Digital 
Health Strategy 2020-2025 の内容を要約し
たものである。 

2005 年の国連総会で UHC 達成のために
戦略的⻑期計画に基づいたデジタルヘルス
導⼊プランが提案された(WHA58.28)。この
提案では、デジタルヘルスサービスについ
て⻑期的戦略を⽴て、医療のための情報通
信インフラを開発すること、ICT によるメ
リットを⼿ごろな価格で幅広く享受できる
ようにすることがのべられている。この戦
略のもとで、低中所得国を含む 120 を超え
る加盟国がデジタルヘルスの導⼊について
政策を定めて実施しつつある。 

2013 年に WHO 総会でデジタルヘルス
の 標 準 化 と 相 互 運 ⽤ 性 に つ い て の 決 議
(WHA66.24)が採択され、デジタルヘルス
に関連する国家的政策と⽴法機構の整備を
求めた。 

これらの決議を根拠に 2018 年 WHO 総
会でデジタルヘルスに関する決議(WHA 
71.7)を採択し、加盟国と緊密に協議をしな

がら優先分野を指定するなどより戦略的な
デジタルヘルス普及計画をたてることなっ
た。2019 年より関係する国や WHO 地域委
員会、技術委員会により協議が重ねられ、
2020 年 に WHO Global Digital Health 
Strategy 2020-2025 として WHO 総会で採
択された WHA 73(28)(2020)。デジタルヘ
ルスによる変⾰は破壊的なものとなりうる
が、さまざまな技術がヘルスケアの質と量
を向上させる潜在的な可能性が分かってい
る。しかし、それを達成するためには技術及
び医療の専⾨家による取り組みが必要であ
り、エビデンスに基づいたアプローチが必
要となる。透明性、アクセス可能性やプライ
バシー、セキュリティ、相互運⽤性について
の配慮も必要となる。 

2.1 デジタルヘルスについての世
界的戦略ビジョン 

WHO が⽰すデジタルヘルスの世界的ビ
ジョンではあらゆる地域での医療を改善す
ることと SDGs へ貢献すること、WHO の
第 13 次総合事業計画(2019-2023)の３つの
10 億⼈⽬標を達成することである。そのた
めにデジタルヘルスを促進することが⽬指
されており、ガバナンス、制度設計、⼈材育
成に⼗分に投資する必要があることが認識
されている。 

適切なデジタルヘルスの実装は国家戦略
として重要な構成要素であるが低中所得国
では困難な場合がある。世界的にソリュー
ションやサービスを共有することも検討す
べきであるが、国によって状況が異なるた
め導⼊にどのような影響があるかはアクセ
ス、コスト、品質、安全性および持続可能性
について検討すべきである。 

2.2 デジタルヘルス世界戦略の⽬
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的 
 この世界戦略の⽬的はデジタルヘルスを
通じて医療システムを強化し、UHC という
ビジョンを実現することである。この戦略
は ICT 技術、商品、サービスへのアクセス
が制限されている WHO 加盟国を含めて、
その⽬的と仕様に適合するように設計され
ている。 
 世界的なデジタルヘルス戦略では医療デ
ータは機密性の⾼い個⼈情報として分類さ
れるため、⾼い安全性とセキュリティ基準
を必要とする。それらについて技術的なガ
イドラインとともに法整備や規制基盤を確
⽴させる必要がある。質の⾼いデータが収
集されることでサービスの計画や実施がサ
ポートされ、データセキュリティ戦略につ
いても効果的に伝えることができる。 
 さらに、この世界戦略ではデジタルヘル
スソリューションの重要性について加盟国
間での共通理解を助成し、相互運⽤可能な
デジタルヘルスエコシステムの構築も⽬指
している。当該エコシステム￥はあらゆる
医療の場⾯において医療提供者のみならず
患者や公衆衛⽣当局、⼤学や研究機関が使
⽤できる相互運⽤性可能なものである必要
がある。 
 公共の利益のために医療データを共有す
ることは患者の同意を得て奨励すべきでは
あるが、同時に患者のプライバシーを保護
する必要がある。データを共有することで、
医療サービスの継続性や質の向上につなが
り、知識ベースの構築にもつながる可能性
がある。 
 この戦略はビジョン、⽬標、⾏動のための
フレームワークを世界的に広め、国や地⽅
で推進するための実施原則を設定する。潜

在的なリスクも考慮して国際的に接続され
たデジタルヘルスシステムの構築に貢献す
る。そのうえで、UHC や SDGs の達成を促
し、医療や研究開発を促進することを⽬指
している。 

2.3 デジタルヘルスの指導原則 
 ここでは 4 つの指導原則を提⽰している。
それぞれの⽬標は国の医療部⾨と医療戦略
でデジタルヘルスが適切かつ持続可能な形
で採⽤されるための⽅向性を⽰している。 
１. 国の医療システムにおけるデジタルヘ

ルスの制度化には国のリーダーシップ
が必要であることを認識する。 

２. デジタルヘルス構想の成功には統合し
た戦略が必要であることを認識する。 

３. 医療のために ICT の適切な利⽤を促進
する。 

４. デジタルヘルスを導⼊する低中所得国
の主要な問題に対処する緊急の必要性
を認識する。 

2.4 デジタルヘルスの戦略的⽬標 
ここではデジタルヘルスによる改⾰に関

する指針を⽰し、あらゆるレベルでの医療
上鵜の成果を改善し、関連するリスクを低
減することを意図している。 
1. 世界的な協働を促進し、デジタルヘルス

に関する知識の移転を促進する。 
2. 国のデジタルヘルス戦略を促進する。 
3. 世界レベル、地域レベル国レベルでのデ

ジタルヘルスのガバナンスを強化する。 
4. デジタルヘルスによって可能になる⼈

間中⼼の医療システムを提唱する。 
デジタルヘルスにむけたフレームワーク 
 ⾏動のためのフレームワークとして協働
する構造とツールを提供することで世界的
戦略の実施を促進することを⽬指している。 
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１．取り組み 
各国とステークホルダーに対してデジ
タルヘルスの世界的戦略の実施に取り
組むよう奨励する。そのために、WHO
事務局、加盟国及びステークホルダー
は優先事項、能⼒、および資源を尊重し
つつ⾃発的な取り組みと貢献を維持し
なければならない。 

２．促進 
世界的戦略の実施に向けた協働を促進
するプロセスを構築しやすい環境を創
成し、それを維持する。適切なデジタル
ヘルス技術の開発、導⼊及び拡⼤を促
進し、世界戦略とその⽬標の実施を加
速させる。 

３．測定 
世界戦略の有効性をモニタリング及び
評価するためのプロセスと指標を作成
して採⽤する。当該構成要素はデジタ
ルヘルスの⽬標に忠実であり、各国を
⽀援する上で効果的であるかどうかを
継続的に評価するように求めている。 

４．強化と反復 
デジタルヘルス戦略を推進する過程で
経験し学んだことに基づいて新しい⾏
動サイクルを開始する。 

2.5 戦略と⾏動計画の実施 
 ⼀般的な実施原則として、デジタルヘル
スの世界戦略は各国の医療上の優先事項に
従って適切なデジタル技術を実施する。各
国のニーズや UHC、SDGs 達成のために推
進されることを⽬指している。図 1 が⾏動
計画をまとめたものである。（WHO Global 
デジタルヘルス strategy 2020-2025 から抜
粋し翻訳） 
 

2.6 モニタリングと評価 
 この⾏動計画は加盟国と事務局に対し、
国や保健機関におけるデジタルヘルスの成
熟度を動的にモニタリングして合意された
標準的な指標を通じてデジタルヘルス戦略
の実施を評価することを求めている。これ
らの措置には、デジタルヘルス介⼊状況の
評価とパフォーマンスの、確⽴されたモニ
タリングと評価モデルを含め医療システム
プロセス、医療従事者のプロセスおよび
個々の医療ニーズに対するデジタルヘルス
の貢献度をモニタリングすることを促進す
る必要がある。 
3 デジタル実装投資ガイド 

3.1 概要 
 本 章 は WHO Digital Implementation 
Investment Guide(DIIG): Integrating 
Digital Interventions into health 
programmes を邦訳し、概要を述べたもので
ある。 
 この⽂書はＷＨＯ加盟諸国がデジタルヘ
ルスを推進して SDGs の達成を加速するた
めの包括的な戦略を⽰しているものであり、
下記のような⽬的をあげている。 
1. デジタル技術を活⽤して、医療サービ

スの質とアクセスを改善し、保健シス
テムを強化するための共通の⽅向性と
⽬標を提供する。 

2. 国家レベルおよび地域レベルの政府、
国際機関、⺠間セクター、学術界、⾮
政府組織 (NGO) など、さまざまなス
テークホルダーがデジタルヘルスの発
展に貢献するための指針を⽰す。 

3. デジタルヘルス分野における優先領域
を特定し、各国がデジタルヘルスの取
り組みを整合的かつ効果的に展開でき
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るよう⽀援する。 
4. WHO がデジタルヘルス戦略の実施と

監視に関与し、国別のデジタルヘルス
評価や成果指標の開発、技術⽀援、デ
ジタルヘルス分野のパートナーシップ
の促進などを通じて、デジタルヘルス
の普及と発展を促進するための基盤を
提供する。 

 
 このガイドラインはデジタルヘルスの実
装のための投資戦略について説明したもの
であり、デジタルヘルスについての対外⽀
援策を⽴案するにおいても重要であると考
えられる。 

3.2 計画と実装 
 デジタルヘルスを実装していくためには
情報システムの設計や実装だけではなく、
それを維持していく⼈を割り当て、ガバナ

ンスを含めた政策環境と運⽤計画を整備し
ていく必要がある。これを実現するための
プロセスには以下のステップがある。 
1. 現状と実現環境の評価 
2. 共通理解の確⽴と戦略の⽴案 
3. 将来の状態の定義 
4. エンタープライズ・アーキテクチャの⽴

案 
5. 健康コンテンツの要件を定める 
6. モニタリングおよび評価（M&E）、デー

タ活⽤の促進 
7. 実装、維持、スケーリング 
 さらに、実装のフェーズに応じて適切な
リソースを配分していく必要がある（表 4）。 
 
 
  

図 1 ⾏動計画の実施概要。 
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表 1 デジタルヘルスエンタープライズアーキテクチャを計画し実装するためのリソース 

フェーズ  リソース 

フェーズ 1 

現状と実現環境

の評価 

» WHO/ITU国家eHealth戦略ツールキット (3) 
» WHOデジタルヘルスアトラス (8) 
» グローバル・デジタルヘルス・インデックス (9) 
» デジタルヘルス投資検討ツール (10) 
» HIS継続的改善ステップのためのツールキット (11) 

フェーズ 2 

共通理解の確立

と戦略の立案 

 
» デジタル実装投資ガイド（本書） 
» WHO ガイドライン：医療システム強化のためのデジタル介入策に関する推奨事項 (1) 
» WHO デジタルヘルス介入策の分類 (4) 
»デジタルヘルスのためのドナーアライメントの原則 (12) 
» デジタル開発に関する原則 (7) 

 
フェーズ 3 

将来の状態の定

義 

» ITU/DIAL SDG デジタル投資枠組み (13) 
» ITU デジタルヘルス・プラットフォーム・ハンドブック (14) 
» デジタルスクエア・グローバルグッズガイドブック (15) 
» UNICEF人間中心設計ツールキット(16) 
» WHOデジタルクリアリングハウス（https://clearinghouse.who.int） 

フェーズ 4 

エンタープライ

ズ・アーキテクチ

ャの計画 

» 世界銀行 デジタル・アイデンティティ・ツールキット (17) 
» オープン・ヘルス・インフォメーション・エクスチェンジ（OpenHIE） (18) 
» オープングループ・アーキテクチャ枠組み（TOGAF）標準 (19) 
» デジタルヘルスへの投資ガイダンス (20) 

 

 
フェーズ 5 

健康コンテンツ

の要件を定める 

» WHO第一次医療のデジタル化に関するハンドブック (21) 
» WHO スマートガイドライン： 

+ WHO デジタルアクセラレータキット (22) 

+ WHO機械読み取り可能な推奨事項 

+ WHO ファスト・ヘルスケア・インターオペラビリティ・リソース（FHIR）実装ガイド (23) 
» 非伝染性疾患のためのBe He@lthy, Be Mobile ハンドブック (24) 
» WHO グローバルリファレンスリスト100コアヘルス指標、2018年 (25) 
» 特定の保険領域に関するコンテンツ（ボックス 1.1.3を参照） 

フェーズ 6 

モンタリングおよ

び評価（M&E）、

データ活用の促

進 

 

 
» WHO デジタルヘルス介入策のモニタリングおよび評価 (26) 
» データ活用文化の定義と構築(27) 
» MEASURE データデマンドおよび有用なリソース (28) 

フェーズ 7 

実装、維持、ス

ケーリング 

 
» WHO MAPSツールキット：規模に応じたmHealthの評価と計画 (29) 
» アジア開発銀行（ADB）デジタルヘルス投資コスト計算ツール (30) 
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 デジタルヘルスの開発はその国の状況や
ニーズ、制約に応じて各フェーズで⾏われ
るべきステップを変更する必要もあり動的
な対応が求められる。この⽂書では各フェ
ーズで利⽤するリソースを提⽰しながら解
説している。作業⽤のワークシートも巻末
に提⽰されており、実⽤性の⾼い⽂書とな
っている 

 
 

3.3 チームの編成および⽬的設定 
 DIIG 第 2 章の内容を概説する。デジタル
ヘルスについて検討を開始する時には最初
のステップとしてチームを編成し、投資⽬
標を設定する。チームの役割と責任を決定
し、デジタルヘルスの⽬標について共通の

目標や目的を明確にす

る。

 

 
 
 

ビジネスプロセスの再設計 

 
 
 

要件の定義 

 

 

ビジネスプロセス分析 

Think 

（考える） 

のか? 

Rethink 

（再考する） 

今、私たちはどのように仕

事をすればいいのか? 

 

+ 優先された医療システム

の課題に対処するため

に、1 つまたは複数のデ

ジタルヘルス介入策を選

択する。 

Describe 

（説明する） 

情報システムは、私たちの

仕事をどのようにサポート

できるのか  
+ ビ ジ ネ ス プ ロ セ ス を 最 適

化 す る た め に 、 実 行 す べ
き 具 体 的 な タ ス ク を 定
義 す る 。  

+ ビジネスルールの実装を説明す
る。

 

 

 

図 2 CRDM アプローチの 3 つの集中領域 
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理解を深め、医療システムのどのレベルで
どのように機能するかを理解させるように
する。 
 各ステップについて概説する。 
１．役割、責任を定める。 

計画⽴案に着⼿する前にチームを編成
する必要がある。どのような⼈材が計
画遂⾏に必要であるか、求められる能
⼒について検討する。組織としてガバ
ナ ン ス (governance) 、 マ ネ ジ メ ン ト
(management)、運⽤(operation)に⼤別
し、それぞれの役割と責任を明確なも
のとする。 

２．保健・医療プログラムのニーズと⽬標
について共通理解を深める 
各チームを編成したら、それぞれのチ
ームと関連するステークホルダーを招
集し、保健医療プログラムの⽬標につ
いて共通理解を深める。医療プログラ
ムがその国のデジタルヘルス戦略に合
致するものであり、整合するものであ
るということを明確にする。 

３．保健・医療システムについて全容を把
握し、プログラム運営を理解する。 
全てのステークホルダーは保健医療シ
ステムのすべてのワークフローと情報
の流れを含め、現在の保健・医療プログ
ラムが実際にどのように機能している
か把握しておく必要がある。 

3.4 医療システムの課題とニーズ
を特定する 

 DIIG 第 3 章の内容について概説する。具
体的な医療プログラムのプロセスを特定し、
改善を求めるボトルネックを明確にするこ
とで、適切なデジタルヘルスの介⼊策を選
択するためのステップを明らかにする。 

 保健・医療プログラムにおいてそれぞれ
のステップを特定して、改善を求めるボト
ルネックを明確にし、デジタルヘルス介⼊
策 を 設 定 す る 。 協 調 的 要 求 開 発 ⼿ 法
(CRDM; Cooporative Requirement 
Devemlopment Methodology)を⽤いて分析
を進める（図 2）。 
 CRDM に沿ったプロセスについて概説
する。 
１. プログラム活動の現状を把握する 

保健・医療のプログラムが現在どのよう
に機能しているか、つまりプログラムの
ワークフローを理解する必要がある。前
章で明らかにした⽬標と優先順位を満
たすために実⾏されるタスクを俯瞰し
て考える必要がある。そのタスク間の繋
がりや業務フローを図式化して、どこに
ボトルネックがあるのか特定する。 

２. ボ ト ルネ ック の 根本 原因 分 析 (RCA; 
Root Cause Analysis)を⾏う 
RCA は情報産業、ヘルスケア、製造業
で⽤いられている問題やエラーの根本
原因を特定し、再発を防⽌するプロセス
である。RCA は、問題の特定、データ
収集、原因特定、解決策の開発・実施、
評価・フォローアップのステップで構成
される。組織やプロジェクトにおいて、
問題の再発防⽌、プロセス改善、コスト
削減、組織の学習・成⻑、顧客満⾜度向
上などの利点が得られる。効果的な
RCA の実施には、組織全体の問題解決
姿勢、適切な⼿法・ツールの利⽤、定期
的な評価・改善が重要となる。 

３. ボトルネックに優先付けを⾏う 
ボトルネックの根本原因を理解した上
で、保健・医療プログラムへの貢献につ
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いて評価し優先順位をつける。理想的に
は全てのボトルネックを解決すること
であるが、資源には限りがあるため重要
な課題や影響範囲が広いものを優先す
べきである。ステークホルダーとボトル
ネックとその原因について話し合い、優
先順位についてのコンセンサスを得る
ことが重要である。 

４. プログラム固有のボトルネックを⼀般
的な保健・医療情報システムの課題にマ
ッピングする 
この段階では、共通の語彙を⽤いて最優
先のボトルネックを説明し、それらを可
能な介⼊に関連付けることに重点を置
く。WHO は、健康システムのさまざま
なレベルで経験される⼀般的なボトル
ネックのカテゴリを標準化するための
分類を開発した。（図 3）。この分類は、
患者から保健労働者、意思決定者までの
さまざまな参加者が、⾮常に詳細なプロ
グラム固有のボトルネックとその根本
原因を表現する多様な⽅法をグループ
化する⼀貫した⽅法を提供する。また、
すべての関係者が課題を共通に理解し、
必要性を明確に表現し、⽀援や資⾦調達
を促進するための⼀貫した⾔語を持つ
ことを保証する。 
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3.5 適切なデジタルヘルス介⼊策
を定める。 

 DIIG 第 4 章実装を計画するについて概
説する。本章は図 2 の CRDM アプローチ
のビジネスプロセスの再設計と要件の定義

に相当する。 
ここでは、さまざまな保健・医療プログラ

ムのプロセスや業務フローを検討し、特定
されたボトルネックに対応する。これはビ
ジネスプロセスの再設計と呼ばれるもので
ある。この段階で、デジタルヘルスアプリケ

図 3 WHO による医療システムの課題の分類 
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ーションが特定されたボトルネックを緩和
するためにどのように利⽤されるかを批判
的に評価する。その決定に基づいて、デジタ
ルヘルスアプリケーションが最適化された
健康プログラムプロセスを効果的にサポー
トするために何をしなければならないかを
説明する。 
 これまで、他の⽅法では対応できかなっ
た保健・医療システムの課題を解決する⽅
法としてさまざまなデジタルヘルスのアプ
ローチが試されてきた。デジタルヘルスを
使った介⼊策には個別にデータを使⽤した
り、標準規格を定めて相互にデータを交換
するものが組み合わせられて発達してきた。
結果として堅牢で拡張性の⾼いデジタルヘ
ルスエンタープライズアーキテクチャが形
成されてきた。どのデジタルヘルスアーキ
テ ク チ ャ が 適 切 か を 判 定 す る た め に は
WHO ガ イ ド ラ イ ン WHO Guideline: 
Recommendations on Digital Interventions 
for Health System Strengthening を参照す
べきとされている。同書にはデジタル技術
を活⽤して健康システムを強化し、医療サ
ービスの質とアクセスを向上させることが
⽬的である。このガイドラインでは、様々な
デジタル介⼊が提案されており、それらは
データ管理、診断、治療、予防、健康管理、
疫学調査などの健康システムの機能をサポ
ートしている。利害関係者が効果的なデジ
タル技術を選択し、導⼊し、評価するための
エビデンスに基づく情報を提供することを
⽬的とし推奨している。デジタル介⼊が適
切に計画され、実装され、評価されること
で、健康システム全体が改善され、患者やコ
ミュニティの健康に対するポジティブな影
響が期待される。 

 デジタルヘルス介⼊は、デジタルヘルス
アプリケーションを通じて提供され、理想
的にはサポート型デジタルヘルスプラット
フォームにリンクされる。これらのアプリ
ケーションとプラットフォームは、デジタ
ルヘルスエンタープライズを形成するため
に、利⽤者やプロセス、⽅針を⽀援する。デ
ジタルヘルスアプリケーションを成功させ
るためには、展開されるエコシステムとそ
の環境を⼗分に理解することが重要である。
この背景を理解することで、デジタルヘル
スエンタープライズの実装の実現可能性を
把握し、システム統合が必要な箇所を特定
できる。 
 そしてどのタイプのデジタルヘルス介⼊
策が保健・医療システムの課題に適切に対
応できるか、各介⼊策の要件と実⾏に使⽤
するアプリケーションの定義を開始する。
どのような機能が必要であり、ユーザーが
求めるニーズとその理由についてストーリ
ーを⽰すことも介⼊策への理解を深めるう
えで有⽤である。 
 既存のデジタルヘルスアプリケーション
が保健医療の要求をどのように達成するの
かを判断することもデジタルヘルス介⼊策
を定めるうえで重要である。接続される他
のシステムや⽀援されるビジネスプロセス、
管理⽅針、使⽤する⼈材もまたデジタルヘ
ルスエンタープライズアーキテクチャを構
成する要因である。最良のシナリオは、すで
に実装済みのデジタルヘルスエンタープラ
イズアーキテクチャを改良あるいは拡張す
ることである。既存のアプリケーションに
改良を加え続けることで、アーキテクチャ
の断⽚化を抑制し、介⼊策の継続性を⽀援
する。 
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 ここまで、デジタルヘルスの介⼊策を決
定して、どのようなデジタルヘルスアプリ
ケーションを採⽤するかを概説した。図 4
は採⽤したデジタルヘルス介⼊策を展開す
るためのアーキテクチャ設計についての考
慮事項である。これらの要素を確認しなが
ら、採⽤するデジタルヘルスアプリケーシ
ョンが現状に適合して問題を解決するかを
検討していく。 

3.6 実装を計画する 
 DIIG 第 5 章実装を計画するについて概
説する。デジタルヘルス・エンタープライ
ズ・アーキテクチャにおいて、優先的に実装
する介⼊策をどのように計画するかについ
て、実装プロセスの反復的な性質を認識し

ながら、より詳細に検討している。 
3.6.1 インフラストラクチャの検
討 

 デジタルヘルスアプリケーションの中に
は電⼒やネットワークが整備されていない
ような地域で試験的に導⼊されたものであ
ったりしたため、状況に適応した設計がで
きずに失敗したものも多かった。利⽤可能
なインフラストラクチャを理解しておくこ
とはデジタルヘルスアプリケーションの範
囲と実現可能性を定義するための基礎とな
る。インフラストラクチャ制約の影響を緩
和する実⽤的なアプローチもあり、例えば、
接続性の問題がある場合、オフラインでの
データ収集を可能にするアプリケーション

図 4 デジタルヘルス介⼊策を展開するためのアーキテクチャ設計の考慮事項 
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を設計し、⼿動で中央コンピュータに転送
できるようにサポートできる。また、電気へ
のアクセスが不安定な場合、バッテリーパ
ックやソーラー充電器などの代替⼿段を検
討できる。 

3.6.2 政策や規制 
 さらに、デジタルヘルスを適応する上で
問題となる可能性のある国の政策や規制を
理解し、政策が⽋けている場合には補う必
要がある。データのホスティングや個⼈を
特定できる情報の使⽤に関する規制、イン
フォームドコンセプトのプロセス、関連す
る基準や他のシステムとの連携も含まれる。
デジタルヘルスを実装するためには、政策
環境を評価し、その環境に設計を適応させ
政策が⼗分に実装されるようにする。健全
な政策はその有効性とアカウンタビリティ
を確保するための政治機構に依存するため、
それらも考慮する必要がある。 

3.6.3 ガバナンスとリーダーシッ
プ 

 ガバナンスとリーダーシップの構造を明
確に理解することで包括的な計画をたてて
実装に対する当事者意識をはぐくむことが
できる。ガバナンスにはさまざまなステー
クホルダーからなる運営委員会や意思決定
委員会などがある。適切なステークホルダ
ーを最初から参加させることで、デジタル
ヘルスへの投資を円滑に進める可能性を⾼
める。 

3.6.4 ⼈材育成(workforce) 
 さらに、地域での医療従事者やヘルスケ
アマネージャーなどにデジタルヘルスに関
与するスキルを向上させることについても
考慮すべきである。⼈材育成はデジタルヘ
ルス成功のためには不可⽋であるが、それ

を制度化することは実際には困難である。 
3.6.5 サービスとアプリケーショ
ン 

 サービスとアプリケーションとは健康情
報を収集し、管理するために使⽤されるソ
フトウェアであり、デジタルヘルス介⼊策
が統合し活⽤するＩＣＴシステムも含まれ
る。サービスには医療従事者や患者、医療施
設の ID 登録も含まれ、アプリケーションに
は医療保険管理、指標報告ダッシュボード、
⽤語集など国の保健・医療システムを運⽤
するためのあらゆる構成要素を含んでいる。
サービスやアプリケーションについての具
体的な要件は、選択されたデジタルヘルス
介⼊策によってことなる。 

3.6.6 標準と相互運⽤性 
 標準と相互運⽤性はデジタルヘルスの成
功を確実にするために重要な要素である。
異なるシステムが相互運⽤性をもつために
は共通の⾔語を確保し、データ交換を容易
にする⼿順とデータ標準を確⽴する必要が
ある。相互運⽤性はコスト効率を⾼め、異な
るデジタルシステム間の分断を減らすため
に重要であるだけでなく患者の治療継続に
も関わる。 

3.6.7 国家デジタルヘルス戦略及
び投資計画 

 国レベルでのデジタルヘルス戦略がある
かどうかを判断し、優先事項、政策、運⽤⾯
をレビューして現在の⽅針と⼀致するかど
うかを検討する。デジタルヘルス戦略には
現在の政策や様々な実現要因が詳述されて
いる場合があり、これらは追加のデジタル
ヘルスアプリケーションを⽀援するための
国家環境の準備状況を理解する上で重要で
ある。 
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3.7 デジタルヘルス実装にエンタ
ープライズアーキテクチャをリン
クさせる 

 DIIG 第 6 章について概説する。デジタル
ヘルス介⼊策を成功させるためには、断⽚
的で相互運⽤性の乏しいシステムや、すべ
てを⾏おうとするが泥団⼦のように固まっ
て内容が分からなくなってしまったソフト
ウェアを避ける必要がある。より広いデジ
タルヘルスエンタープライズアーキテクチ
ャをサポートできるように実装への要件を
定めて投資する必要もある。ITU のデジタ
ルヘルスプラットフォームハンドブックや、
OpenHIE アーキテクチャは有⽤なリソー
スである。 
 デジタルヘルスエンタープライズアーキ
テクチャは、利⽤可能なビジネスプロセス、
データ、システム、技術の概要を⽰し、最適
化と相互運⽤性の概要を提供する。エンタ
ープライズアーキテクチャは、データ交換
と機能⽬標をサポートし、標準化・相互運⽤
性を促進する。これにより、デジタルヘルス
アプリケーションの規模拡⼤と持続可能性
が向上し、より良い意思決定と健康成果が
実現される。アーキテクチャのアプローチ
は、ビルディングブロックのビューとデジ
タルヘルス介⼊策の合理的な実装⽅法を提
供する。 
 デジタルヘルスの共通アーキテクチャは
再利⽤性が⾼く、他のシステムとも連携可
能なものであることが求められる。共有サ
ービスと実装要素に細分化して定義される。 
 デジタルヘルスの投資をこの共通プラッ
トフォーム上に作られるデジタルヘルスエ
ンタープライズアーキテクチャを実装する
ために使うには専⾨家と詳細な協議を⾏う

必要がある。 
3.8 予算を⽴てる 

 DIIG 第 7 章について概説する。デジタル
ヘルス介⼊策を実装して持続的に運⽤する
ための予算策定を⽀援する。 
 予算は最初の実装実験や展開に関連する
コストに焦点が当てられられ、⻑期的な運
⽤とメンテナンスには必要なリソースが考
慮されていないことが多い。結果としてデ
ジタルヘルスにかかるコストが低く⾒積も
られがちになる。不正確な予算の⾒積もり
はデジタルヘルスの持続性を阻害する要因
となる。 
 予算に影響を与える特定のコストカテゴ
リとそれに関連するコストドライバーを特
定することが重要である。コストの⾒積も
りには ADB のデジタルヘルス投資コスト
計 算 ツ ー ル (http://sil-asia.org/costing-
tool/)なども参考にする。 
 投資について段階別のコストカテゴリと
その関連要因を特定したら予算マトリック
ス（表 2）を⽤いて、介⼊策の予算概要を⾒
積もこととなる。表では 5 年としているが、
必要に応じて短期あるいは⻑期の予算計画
を ⽴ て る 必 要 が あ る 。 開 発 者 か ら の
RFP(Request for Proposal, 要求提案書)や
過去の調達記録などから⾒積もることもで
きる。 
 予算を⽴てる際には原資の構成要素を⽰
すことも重要である。資⾦には期限や⽤途
が制限されているものもあり、使⽤するに
あたり案分・区分が必要になる場合がある。 



16 
 

表 2 予算マトリックスの概要 

 
3.9 実装をモニタリングし、効果
的にデータを使⽤する 

 DIIG 第 8 章について概説する。デジタル
ヘルスの実装計画を⽴てた後、それを展開
する前に現在の状況をベースラインとして
データ収集しておくなど、実装をモニタリ
ングするメカニズムを組み込む。指標とな
る情報を定め、継続的にモニタリングする
ことは計画を進めていく上で重要である。 
 デジタルヘルス介⼊策が計画通りに機能
しているか、期待した効果が得られている
ための評価指標にはさまざまなものが設定
される。パフォーマンス、プロセスの変化、
健康上のアウトカム、医療システムに対す
るエンドユーザーの満⾜度、費⽤対効果、知
識や態度の変化などが挙げられる。このよ
うな評価指標を適切に組みわせてモニタリ
ングを⾏い、事業を成功に導くためのデー
タとして活⽤する。データを活⽤していく
⽂化を根付かせていくことで、デジタルヘ
ルスそのものを推進することに繋がってい
く。 

 

3.10 バリュープロポジションお
よび次のステップ 

 DIIG 第 9 章について概説する。この節で
は、これまでに概説したプロセスで導⼊さ
れたデジタルヘルス介⼊策で実現されたこ
とを評価し、さらなるデジタルヘルス介⼊
策を実現させていくことについて述べる。 
 このプロセスには時間がかかるが⻑期的
なコスト削減を実現するために、デジタル
ヘルスアーキテクチャの不整合、⾮効率な
プロセス、サイロ化などの問題点を解決す
る必要がある。デジタルヘルスを実装して
いくためにはより⼤きなエコシステムの真
価を 

3.11 まとめ 
DIIG の概要を⽰した。本書では具体的な

事例や⼊⼒フォームも提⽰してデジタルヘ
ルスを推進して UHC を達成するまでの⼿
法について述べられている。国レベルでの
電⼦化について述べられているが、病院や
⾏政機関など保健・医療に関連するデジタ
ル化全般に役⽴つものであり、⽇本でも広
くその知識が普及すべき⽂献である。 

コストカテゴリ 
1年目 
パイロット 

2年目  3年目  4年目  5年目  5年間の合計 

進行中/全フェーズ 
      

開発およびセットアップ 
      

展開 
      

統合および相互運用性 
      

規模 
      

持続的運用 
      

合計 
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4. ISO TR/14639 Health Informatics 
Capacity-based eHealth architecture 
roadmap 
 WHO は ISO TC215 (Health Informatics)
委員会に委託してデジタルヘルスの国家的
導 ⼊ に 向 け て 技 術 レ ポ ー ト (Technical 
Report) ISO/TR 14639 - Capacity-based 
eHealth architecture roadmap として、その
国の capacity に応じたデジタルヘルスロー
ドマップを 2 部に分けて 2012 年と 2014 年
に発⾏した。本章はその内容を紹介する。 

4.1 国家 eHealth イニシアティブ
の概要 

 本節は ISO TR 14639 Part 1 で書かれて
いる内容を概説したものである。この技術
報告書デジタルヘルスには国によってかな
りの多様性があることから⽣まれたもので
あり、国際社会における低所得国や開発途
上国向けのデジタルヘルス戦略について関
⼼が⾼まる中で開発されたものである。 
 保健サービスの提供、計画を調整するた
めの情報収集、伝達、保管、処理、利⽤を推
進するための情報通信技術の可能性を⽀持
するものであるが、初期の段階における紙
ベースの対策や⼿動から半⾃動の情報処理
が必要であることも⼀般に認識されている。 
 本⽂書では国家を主体とした保健・医療
のデジタル化として考慮されるべき⾼レベ
ルのカテゴリーについて述べられており、
低中所得国から先進国でも利⽤することが
できる。この⽂書ではデジタルヘルス開発
の 程 度 を ⽰ す eHealth Architecture 
Maturity Model(eHAMM)が提案されてい
る。これは後で述べる Global Digital Health 
Index にもつながるものであり、各国の
Digital health の実施状況について把握する

ためのものである。 
4.2 各国のイニシアティブとその
評価 

デジタルヘルス政策を推進するためには
WHO が⽀援する NGO などの組織や、各
加盟国の保健システムを含む⾏政によるイ
ニシアティブ組織が必要となる。本節では、
国際的なデジタルヘルス評価機構としての
HMN(Health Monitoring Network)と、個別
の評価おつぃて以下の各国の評価がなされ
ている。 
１.  オーストラリア 
２. ブラジル 
３. カナダ 
４. インド 
５. ケニア 
 

それぞれの国のデジタルヘルスに関する
拝啓、政策、システム構成、アーキテクチャ、
使⽤している標準と標準化団体、国家デー
タウェアハウス、インターネットなどのイ
ンフラの整備状況について系統的に評価さ
れている。 

デジタルヘルスの成熟状況を国際的に監
視し、評価するフレームワークとして世界
エイズ・結核・マラリア対策基⾦、国連合同
HIV/AIDS 計画、汎⽶保険機構(PAHO)と
それぞれの国の保健機構の例が挙げれてい
る。それらによる主要所⾒を以下に⽰す。 
 監視と評価 

全ての国で地区レベルから国レベル
まで監視と評価システムが導⼊され
ている。ケニアでは各地域で集計さ
れたデータに基づいているが、他の
国では患者個⼈のデータと集計デー
タが混在している。 



18 
 

 患者中⼼アプローチ 
全ての国で医療機関ごとにサイロ化
されたデータを最終的には全て患者
中⼼にデータを名寄せした集合型の
EHR の構築が重要であると確認さ
れた。 

 デジタルヘルスアーキテクチャの共
通構成要素 
保健施設や医療従事者の国家登録、
共通⽤語、セキュリティやプライバ
シー、相互運⽤性のための標準など、
すべての国に共通するデジタルヘル
スアーキテクチャの基礎的な構成要
素が明らかとなった（図 5）。 

 固有識別⼦(ID) 
個⼈を特定するための ID はプライ
バシーに関する懸念とともに各国で
共通のトピックとなった 

 国家デジタルヘルスアーキテクチャ 
病院や各保健機関でのデジタル化に
とどまらず、国家レベルでのデジタ
ルヘルスアーキテクチャの必要性は
すべての報告書に必要とされていた。 
 

 さらに成熟度モデルの必要性が述べられ
ており、それが次の節で説明する Part 2 の
内容である。 

 

[1] Bridging the Digital Divide - 
Aligning ISO, eHealth 
Architecture, and Open Access 
Activities to Facilitate Standards 
Implementation in Low-income 
Countries. Personal communication 
- minutes of international meeting of 

4.3 成熟度評価 
 ISO/TR 14639 Part2 は、デジタルヘルス
の成熟度についての評価についての技術報
告書である。本節ではその成熟度評価につ
いて概説する。 
 デジタルヘルスサービスの開発、調整お
よび提供を⽀援するためのベストプラクテ
ィスとして、まず現況の把握は重要である。
2010 年 3 ⽉にイタリアのべラジオで開催さ
れた会議1で⾼所得国と低所得国の間の「デ
ジタルデバイド」をどのように対処できる
か議論されたことに端を発する。その際に、
デジタルヘルスの必要性について議論され、
ともすれば利⽤するために⾼額な料⾦が発
⽣する医療情報標準を低所得国にも提供す
ることや評価についてのフレームワークが
議論された。 
 前のパートに記載されたデジタルヘルス
の導⼊についての各国の状況について⾏わ
れた調査をもとに、包括的な評価⼿法につ
い て 検 討 さ れ た こ と が Part2(capacity 
based eHealth architecture roadmap)にまと
められている。 

4.3.1 適⽤範囲 
 このパートではデジタルヘルスの提供と
開発をサポートするために国が策定する計
画と、その回の保健当局のためのビジネス
要件と原則を提供する。それによりデジタ

experts, March 30th - April 3rd, 
2010, Bellagio, Italy. http: / 
www.rockefellerfoundation.org/bella
gio-center/conferences-and-
residencies/18676 
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ルヘルスへの投資を推進し最適化すること
ができる。この⽂書は包括的なデジタルヘ
ルスの構成要素とその成熟度評価について
述べているが、すべての構成要素がその国
に存在するわけではなく、優先順位をつけ
るための指標として⽤いられることを想定
している。 
 成熟度を評価する対象は、下記の通りで
ある。 
1) ガバナンスとナショナルオーナーシッ

プ 
2) 国家的リーダーシップ 
3) デジタルヘルス標準の採⽤及び実施 
4) デジタルヘルスについての⼈材育成 
5) デジタルヘルスについての資⾦調達と

パフォーマンス管理 
6) デジタルヘルス計画およびアーキテク

チャのメンテナンス 
7) ケアプロセス、サービス 
8) 医療機関 
9) 公衆衛⽣と疾病調査 
10) 薬局サービス 
11) ヘルスケアサプライチェーン 
12) 保健部⾨の⼈的資源 
13) 健康・医療費財源と保険 
14) 重要な記録の収集と管理 
15) 環境監視 
16) ナレッジマネジメントおよび e ラーニ

ング 
17) 医療システムの計画、監視および評価 
18) EHR と健康情報リポジトリ 
19) 識別情報登録と名簿 
20) 臨床⽤語と分類 
21) 同意、アクセス制御及びワークフロー管

理 
22) 国勢調査情報、⼈⼝情報、データウェア

ハウス 
23) ICT インフラストラクチャ 
24) 電⼦通信インフラ 
25) 電⼦処理、保存サービス 
26) ICT 専⾨・技術サポート 
27) 標準、⽅法、ガイドラインおよびフレー

ムワーク 
 

それぞれに詳細で具体的な成熟度評価モ
デルが提⽰されている。以下にガバナンス
とナショナルオーサーシップに関する例を
⽰す。 

4.3.2 デジタルヘルスエンタープ
ライズアーキテクチャの開発と適
⽤ 

デジタルヘルスについての検討は⾼所得
国を中⼼に⾏われ、標準化団体も⾼所得国
の代表で占められている。低所得国にとっ
ては、標準化団体への参加や規格へのアク
セスのためのコストが障壁となっている。
そこで WHO は低所得国におけるデジタル
ヘルスエンタープライズアーキテクチャの
開 発 と 運 ⽤ を ⽀ 援 す る た め に 、
eHAM(eHealth Architecture Model)をを開
発した。以下にその概要を⽰す。 

4.3.3 eHAM の構成要素 
eHAM は患者データを医療機関を越えて

収集し、患者ごとに名寄せされて保存され
る統合データリポジトリと、そのデータを
利⽤したデジタルヘルスサービスで構成さ
れる。 

統合データリポジトリは、下記のような
機能を持つものである。 
a) ⽣涯を通じた健康に関する記録を⾃動

で作成する 
b) 研究、統計、管理上のニーズをサポート
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する 
c) データの検証を⾏い、⾼いレベルのデー

タ品質を維持する。 
デジタルヘルスサービスは複数の医療機

関を統合した情報資産を管理し、明確に定
義され⽂書化されたインターフェースを通
じて情報資産を利⽤することを可能とする。 

4.3.4 成熟度モデル 
ガバナンスとナショナルオーナーシップ

の成熟度を評価するモデルとして下記のよ
うな指標が⽰されている。 
1) 低レベル 

(a) 国家デジタルヘルスアーキテクチ
ャあるいはデジタルヘルス戦略が
ほとんど、あるいはまったく存在
しない 

(b) デジタルヘルスアプリケーション
のほとんどがスタンドアローンで
あり、ローカル仕様で定義されて
いる 

(c) 国家レベルでのガバナンスが存在
しない 

(d) リーダーシップが貧弱であり、存
在するとしてもほぼローカルレベ
ルで⾏使されている。 

(e) デジタルヘルスのための法律、政
策、規制が不⼗分であるか存在し
ない 

2) 中レベル 
(a) デジタルヘルスアーキテクチャの

必要性を指摘するいくつかのデジ
タルヘルス計画がある。 

(b) 国家レベルで⽅向性を⽰す期間が
あるが、これらは相互に適切に連
携しておらず、また地⽅や地域レ
ベルとも連携していない。 

(c) デジタルヘルスに適⽤される規制、
政策があるが、そのほとんどは、
医療システム特有のニーズではな
く、⼀般的な IT ニーズによるも
のに基づいている 

3) ⾼レベル 
(a) 明確に定義され、公表されたデジ

タルヘルス戦略があり、その中で
デジタルヘルスアーキテクチャは
不可⽋な部分である 

(b) デジタルヘルスプログラムを説明
する正式な⽂書があり、予算とそ
れを調⼦する組織の説明がある。 

(c) エグゼクティブスポンサーシップ
が確⽴され、明確に理解され、国
全体で広く認識されている。 

 
4.4 今後の検討事項 

 ISO/TR 14639 part2 は eHAM というデ
ジタルヘルス⼀般のモデルを提⽰して、そ
の各構成要素や関連する要素ごとに成熟モ
デルを定めることで、デジタルヘルスを成
熟させる標準的なマイルストーンを提⽰し
ている。 
 中核となる構成要素にはあまり変化はな
いと考えられているが、モデルの活⽤や時
代に合わせた変化はありうる。国際的な取
り組みや標準化も重要であり、それに対す
る資源配分と能⼒開発、⼈材育成が望まれ
る。 
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図 5 デジタルヘルスアーキテクチャの
モデル（以下の図を翻訳して構成 https://html.scirp.org/file/1-
2370052x5.png） 
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5. Global Digital Health Index 

5.1 概要 
 Global Digital Health Index(GDHI) 2 は
WHO と医療⽀援 NGO と ICT エキスパー
トによるチームで開発されたデジタルヘル
スの国別の成熟度を総合的に評価する指標
である。７分野 19 指標をもとに各国のデジ
タルヘルスの成熟度を評価することで、具
体的な投資戦略を⽴てることができる(表 
3)。 
 GDHI の 成 熟 度 と UHC の Service 
coverage index には相関があり、デジタルヘ
ルスを充実させることで UHC 達成に貢献
しうることが⽰唆された。デジタルヘルス
の成熟度には各国固有の事情が反映されて
おり、その国に応じた⽀援策を⽴案する上
でもよい分析と考えられた。 
表 3 GDHI の 7 分野 

分野 
1. Leadership and governance  
2. Strategy and investment  
3. Legislation, Policy, and Compliance  
4. Workforce 
5. Standards and Interoperability 
6. Infrastructure 
7. Services and applications 

 
5.2 GDHI による国際⽐較 

 2023 年現在 27 か国の GDHI がついて評
価されており、Web 上で公開されている。
こ の 指 標 で 総 合 成 熟 度 指 標 (Maturity 

 
2 2023 年 5 ⽉に Global digital health 
monitor に改称されたが、本報告書では調

index)が Phase 5 と評価されているのはマ
レーシアだけであり、すべての指標で4-5と
⾼い評価を得ていた(図 7)。⼀⽅で、アフガ
ニスタン、コンゴ⺠主共和国、ドミニカ共和
国、ラオス⼈⺠⺠主共和国は総合評価が２
ともっとも低い評価であった。 
 UHC SCI と GDHI の Maturity index を
総合評価として関連を⾒たところ、正の相
関を認めた（相関係数 0.49, 図 6）。続いて
UHC と GDHI の 7 分野のそれぞれとの相
関を調べたところ、Legislation, policy and 
compliance が 0.76 と最も⾼く、ついで
Service and application の 0.66 、
Infrastructure の 0.55 であった（表 4）。⼀
⽅で、Standard and interoperability は 0.19
と最も低かった（表 4）。 
 国別で GDHI のレーダーチャートを作成
し、特徴について検討を⾏った。Maturity 
index で最⾼評価の 5 であったマレーシア
は 7 分野のすべて 4-5 とバランスの良い評
価であったが、Maturity index 3 と評価され
ている国では分野ごとの評価に差がみられ
た。Maturity index で 3 と評価されたイン
ドネシアは Leadership and governance、
Services and applications では 4 と⽐較的⾼
評価であったが、Strategy and investment、
Workforce、Standard and interoperability が
2 と低評価であった。Maturity index が３で
あ っ た モ ン ゴ ル で は Leadership and 
governance が 4 と⽐較的⾼評価であるが、
Standards and interoperability が 1 と低評
価となっている。そのほか、参考資料１に⽰
すように GDHI はそれぞれの国におけるデ

査を実施した時点の GDHI まま表記す
る。https://digitalhealthmonitor.org/ 
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ジタルヘルスの特徴を客観的指標で⽰して
おり、⽀援すべき課題も明確となる。 

5.3 GDHI 考察 
 GDHI の成熟度は UHC SCI と相関する
ことから、デジタルヘルスの推進は UHC の
達成に寄与しうると考える。GDHI の 7 分
野 19 指標を⽤いてデジタルヘルスの成熟
度を定量的に評価することで、その国で取
り組むべき課題を明らかにすることができ
る。 
 しかし、UHC と同じくデジタルヘルスは
⻑期間をかけて取り組むべき課題でもある。
分野ごとに UHC SCI との相関を⾒たが、
Leadership and governance や Strategy and 
investment の相関が 0.30, 0.21 とあまり⾼
くなかったのは、政策や投資がすぐには結
果に繋がっていないことが表れているもの
と考えられた。もっとも相関係数が低い
Standards and interoperability も標準の普
及啓発が国家事業としても難しいこと、⾼
所得国では標準に対応していない古いシス
テムも多いとされており、達成率が低く評
価されていることが原因と考えられる。 
 相 関 が ⾼ か っ た Legislation, policy, 
compliance については、UHC SCI の⾼い⾼
所得国ではプライバシーに関する意識も⾼
く法制度も進んでいることが考えられる。 
 UHC ⽀援策としてデジタルヘルスを考
えた場合に優先されるべき分野について検
討した。UHC が低い国に共通するような
GDHI パターンを検討したが、特定の傾向
は⾒いだせなかった。例えば、インドネシア
とモンゴルの GDHI maturity index は共に

３であるが、インドネシアの Service and 
application が４と⽐較的⾼いのに対して、
モンゴルは 2 と低く評価されている。イン
ドネシアでは国⺠ＩＤ制度が確⽴されてい
るのに対して、モンゴルでは国⺠ ID 制度が
確⽴されていないことが影響していると考
えられる。そのほか、巻末に⽰すように、
GDHI の 7 分野指標が⽰す成熟度パターン
には特定の傾向を⾒出すことができなかっ
た。 
 デジタルヘルスへの投資は WHO の
global strategy に規定されているように国
がリーダーシップをとり、戦略を提⽰する
ことから始まる。その重要性に揺るぎはな
いが、各国の状況に応じた対応が求められ、
その際の検討材料として GDHI7 分野 19 指
標は重要であると考えられる。 
 
表 4 Global デジタルヘルス Index の成熟
度と UHC SCI の相関 

分野 相関係数 
1. Leadership and 
governance  

0.30 

2. Strategy and investment  0.21 
3. Legislation, Policy, and 
Compliance  

0.76 

4. Workforce 0.49 
5. Standards and 
Interoperability 

0.19 

6. Infrastructure 0.55 
7. Services and applications 0.66 
総合評価(Maturity index) 0.49 
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図 6 UHC と GDHI の相関を⽰す散布図 
 
 

 
図 7 マレーシアの GDHI 7 分野評価 
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図 8 インドネシアの GDHI7 分野評価 

 
図 9 モンゴルの GDHI7 分野評価 
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設⽴と投資戦略の策定などが具体的な⼿順
を含めて指導されている。 

GDHI では 7 分野 19 指標をもとにその
国のデジタルヘルスの状態を評価する。
GDHI で評価することで、同じような成熟
度と総合評価されていても、国によって分
野毎に成熟度が異なる特性があることも明
らかとなった。⽇本からのデジタルヘルス
⽀援を進めていくためには、GDHI を参考
にして⽀援対象国の特性に合わせた戦略が
必要であると考えられる。 

UHC 達成のためには⽇本単独ではなく
諸外国や WHO との連携も必要となること
から、⽇本のデジタルヘルス⽀援策もここ
でとりあげた WHO の指針や提供するツー
ルを使⽤していくことがやはり重要である
と考えられる。 

E. 結論 

UHC 達成のためのデジタルヘルスにつ

いて、その成熟度評価と WHO を中⼼とし
た国際的取り組みについて調査を⾏った。
WHO は 2000 年代よりデジタルヘルス導
⼊策について研究と開発を⾏っており、
DIIG や WHO Global Digital Health 
Strategy 2020-2025 などの⽂書で提⽰して
いる。 

GDHI もまた、⽀援対象国のデジタルヘ
ルス成熟度を総合的に評価する⼿法として
開発され、各国の状況に応じた⽀援策を打
ち出すうえで有効なツールの⼀つであった。 

 
F. 健康危険情報 

なし 
G. 研究発表 

なし 
H. 知的財産の出願・登録状況 

なし 
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参考資料１ 各国の Global デジタルヘルス Index の分野別指標レーダーチャー

ト

表 5 GDHI の 7 分野 
分野 
1. Leadership and governance  
2. Strategy and investment  
3. Legislation, Policy, and Compliance  
4. Workforce 
5. Standards and Interoperability 
6. Infrastructure 
7. Services and applications 
総合評価(Maturity index) 

 

 
図 10 ナイジェリアの GDHI、総合成熟度３ 
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図 11 ベナンの GDHI、総合成熟度 3 

 
図 12 エチオピアの GDHI、総合成熟度 3 
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図 13 マリの GDHI、総合成熟度３ 

 
図 14 シエラレオネの GDHI、総合成熟度２ 
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参考資料２ HIMSS DHI 受診について 

 
京都⼤学医学部附属病院（京⼤病院）で

は 、 HIMSS (Healthcare Information and 
Management Systems Society)が⽰してい
る、医療機関の DX（Digital Transformation）
の 度 合 い を 評 価 す る 指 標 で あ る DHI
（Digital Health Indicator）3評価を受診し
た。主な⽬的は、HIMSS の基準を⽇本の制
度に当てはめることが可能かどうかを確認
することにある。 

DHI 審査は、Chief Information Officer
（CIO）がオンライン質問システム（簡易版
4は公開されている）に回答した後、病院内
の複数のスタッフにオンラインインタビュ
ーが⾏われ、これに基づいて作成された仮
評価結果について CIO と合議の上、最終表
として纏める三段階の評価プロセスを踏む。
イ ン タ ビ ュ ー 対 象 者 は 、 Chief Nursing 
Officer (看護部⻑)、Nursing Team (看護師)、
Clinician（医師）、CIO（医療情報部⻑）の
ほ か 、 Clinical Transformation Officer 、
Patient Engagement Leader という、⽇本で
は聞き慣れない役職があり、京⼤病院では、
前者を病院運営企画室⻑、後者を医療安全
部⻑と広報掛⻑が担当した。 

評価結果を下図に⽰す。DHI の評価の観
点 は 四 つ あ る が 、 そ の な か で Personal 
Enabled Health が有意に低いことが判る。
この項⽬の評価観点は、Precision Health か
ら Follow up までの全域において、デジタ
ルツールを⽤いた患者⽀援を医療機関替え
提供しているか否かにあり、保険医療と健

 
3 https://www.himss.org/what-we-do-solutions/digital-
health-transformation/digital-health-indicator 

康増進・介護とが分離している⽇本の医療
制度には適⽤できない。 

以上の結果から、国際的には IT が「予防
から予後まで切れ⽬ない医療サービス」を
提供するための⼿段であると考えられてお
り、医療 DX における我が国の保険医療制
度の⼀定の再考が必⽤であることが⽰唆さ
れた。（⽂責 ⿊⽥知宏） 

 
（⽂責 ⿊⽥知宏） 

4 https://dhi.himss.org/rapid/ 
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DHI 評価受審から見えたこと  

⿊⽥知宏 
京都⼤学医学部附属病院 医療情報企画部 
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なぜ受審したの？ 2 

HIMSS JAPAN COMMITTEEを立ちあげた ■ 

諸々あって行きがかり上… ■ 

HIMSS の 主な 役割ってなーに？ ■ 

デジタルヘルス分野の国際的な情報・意見交換の場 

沢山の評価プログラムで国際比較 

■ 

■ 

HIMSS を 人に勧めるためには ■ 

とりあえず理解するしかない 

理解するには受けてみるしかない 

■ EMRAM ⇒  聖マリアンナ  / DHI ⇒  京大  

■ 

■ 
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DHI (Digital Health Indicator) ってなんだっけ？ 3 

デジタルヘルスエコシステムにどれだけ近づいているかの指標 

■ 

評価指標は下記の四つ ■ 

相互運用性 

患者自己決定支援データ駆動型医療 

管理体制と戦略 

■ 

■ 

■ 

■ 
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DHI 受診の実態 4 

2021 年 7 ⽉ 27 ⽇ 京⼤病院 執⾏部会議 受審■ 

2022 年 2 ⽉ 22 ⽇ 契■ 

2022 年 3 ⽉ 20 ⽇ オンライン評価 完
了 

■ 

■ 

2022 年 3 ⽉ 28 ⽇ 仮評価報告 
2022 年 4 ⽉ 4 ⽇〜6 ⽉ 6 ⽇ 仮評価結果に基づく

■ 

■ 

2022 年 6 ⽉ 17 ⽇ 最終報告書受領 
2022 年 6 ⽉ 21 ⽇ 京⼤病院 執⾏部会議 結果

■ 

■ 
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DHI 受診の実態 5 

オンライン評価 ■ 

CIOがオンライン質問システムで回答 ■ 

インタビュー評価 ■ 

職員に個別（文書）インタビュー ■ 

仮評価結果に基づく議論 ■ 

CIOとメール議論・オンライン会議 ■ 
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DHI 受診の実態 6 

オンライン評価 ■ 

CIOがオンライン質問システムで回答 ■ 
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DHI 受診の実態 7 

オンライン評価 ■ 

CIOがオンライン質問システムで回答 ■ 

https://dhi.himss.org/rapid/ 
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DHI 受診の実態 8 

オンライン評価 ■ 

CIOがオンライン質問システムで回答 ■ 

インタビュー評価 ■ 

職員に個別（文書）インタビュー ■ 

仮評価結果に基づく議論 ■ 

CIOとメール議論・オンライン会議 ■ 
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DHI 受診の実態 9 

オンライン評価 ■ 

CIO がオンライン質問システムで回■ 

インタビュー評価 ■ 

職員に個別（⽂書）インタビュー 
■ Chief Nursing Officer 
■ Nursing Team 
■ Patient Engagement Leader 
■ Clinician 
■ Clinical Transformation Officer 
■ Chief Information Officer 

仮評価結果に基づく議論 

■ 

■ 

CIO とメール議論・オンライン会議■ 
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DHI 受診の実態 10 

オンライン評価 ■ 

CIO がオンライン質問システムで回■ 

インタビュー評価 ■ 

職員に個別（⽂書）インタビュー 
■ Chief Nursing Officer 
■ Nursing Team 
■ Patient Engagement Leader 
■ Clinician 

■ 

: 看護部⻑ 
: ⼀般看護師（複数で） 
: 広報担当と医療安全部⻑ 

： 医師（複数個別） 
■ Clinical Transformation Officer : 医療情報担当病院⻑補佐 
■ Chief Information Officer 

仮評価結果に基づく議論 
: 医療情報企画部⻑ 

■ 

CIO とメール議論・オンライン会議■ 
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DHI 受診の実態 11 

オンライン評価 ■ 

CIOがオンライン質問システムで回答 ■ 

インタビュー評価 ■ 

職員に個別（文書）インタビュー ■ 

仮評価結果に基づく議論 ■ 

CIOとメール議論・オンライン会議 ■ 
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結果発表！  
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京大病院 の DHI : Survey Assessment Result 13        
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京大病院 の DHI : Regional and Global Comparison 14    
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京大病院 の DHI : 改善点 15 

Total Patient Journey Support の 欠 如 ■ 

医療機関連携 ・ 患者自己健康管理支援ソフト 

治療法選択支援ソフト・ 医療機関治療戦略と成績の公表 

■ 

■ 
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DHI から見える 日本の医療 16 

Total Patient Journey Support の 欠 如 ■ 

医療機関連携 

■ 都市圏の役割分担 

患者自己健康管理支援ソフト 

■ 保険外 

治療法選択支援ソフト 

■ 薬機法？ 診療報酬？ 

医療機関治療戦略と成績の公表 

■ 広告規制 

「医療」と「Healthcare」の 違い が DX の 違いに 

■ 

■ 

■ 

■ 
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ご清聴有り難うございました。 

DHI 評価受審から見えたこと  

⿊⽥知宏 
京都⼤学医学部附属病院 医療情報企画部 
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令和 ５年 ３月３１日 
厚生労働大臣                                         

（国立医薬品食品衛生研究所長） 殿 
（国立保健医療科学院長） 
                              機関名 国立保健医療科学院 

 
                      所属研究機関長 職 名 院長 
                                                                                      
                              氏 名 曽根 智史       
 

   次の職員の令和４年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につい

ては以下のとおりです。 

１．研究事業名     地球規模保健課題解決推進のための行政施策に関する研究事業                                      

２．研究課題名 Universal Health Coverage (UHC)の推進のための世界の保健医療情報システム革新の効

果検証に資する研究（２２ＢＡ０１０１）                                          

３．研究者名  （所属部署・職名）  研究情報支援研究センター・上席主任研究官               

    （氏名・フリガナ）  小林慎治・コバヤシシンジ                 

４．倫理審査の状況 

  
該当性の有無  

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み   審査した機関 未審査（※2） 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理

指針（※3） 
 □   ■ □  □ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針  □   ■ □  □ 

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針 
 □   ■ □  □ 

その他、該当する倫理指針があれば記入すること 

（指針の名称：                   ） 
 □   ■ □  □ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ

クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。 

その他（特記事項） 
                                                 
（※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。 
（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対
象とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について 

研究倫理教育の受講状況 受講 ■   未受講 □ 

６．利益相反の管理 

当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ■ 無 □（無の場合は委託先機関：                 ） 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 ■（有の場合はその内容：                 ） 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。 
                   ・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。 



令和 ５年 ３月３１日 
厚生労働大臣                                         

（国立医薬品食品衛生研究所長） 殿 
（国立保健医療科学院長） 
                              機関名 国立保健医療科学院 

 
                      所属研究機関長 職 名 院長 
                                                                                      
                              氏 名 曽根 智史       
 

   次の職員の令和４年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につい

ては以下のとおりです。 

１．研究事業名     地球規模保健課題解決推進のための行政施策に関する研究事業                                      

２．研究課題名 Universal Health Coverage (UHC)の推進のための世界の保健医療情報システム革新の効

果検証に資する研究（２２ＢＡ０１０１）                                 

３．研究者名  （所属部署・職名）  国際協力研究部 上席主任研究官                                

    （氏名・フリガナ）  児玉知子・コダマトモコ                                

４．倫理審査の状況 

  
該当性の有無  

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み   審査した機関 未審査（※2） 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理

指針（※3） 
 □   ■ □  □ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針  □   ■ □  □ 

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針 
 □   ■ □  □ 

その他、該当する倫理指針があれば記入すること 

（指針の名称：                   ） 
 □   ■ □  □ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ

クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。 

その他（特記事項） 
                                                 
（※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。 
（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対
象とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について 

研究倫理教育の受講状況 受講 ■   未受講 □ 

６．利益相反の管理 

当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ■ 無 □（無の場合は委託先機関：                 ） 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 ■（有の場合はその内容：                 ） 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。 
                   ・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。 



令和 ５年 ３月３１日 
厚生労働大臣                                         

（国立医薬品食品衛生研究所長） 殿 
（国立保健医療科学院長） 
                              機関名 国立保健医療科学院 

 
                      所属研究機関長 職 名 院長 
                                                                                      
                              氏 名 曽根 智史       
 

   次の職員の令和４年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につい

ては以下のとおりです。 

１．研究事業名     地球規模保健課題解決推進のための行政施策に関する研究事業                                      

２．研究課題名 Universal Health Coverage (UHC)の推進のための世界の保健医療情報システム革新の効

果検証に資する研究（２２ＢＡ０１０１）                                          

３．研究者名  （所属部署・職名）  国際協力研究部・上席主任研究官               

    （氏名・フリガナ）  種田憲一郎・タネダケンイチロウ                 

４．倫理審査の状況 

  
該当性の有無  

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み   審査した機関 未審査（※2） 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理

指針（※3） 
 □   ■ □  □ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針  □   ■ □  □ 

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針 
 □   ■ □  □ 

その他、該当する倫理指針があれば記入すること 

（指針の名称：                   ） 
 □   ■ □  □ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ

クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。 

その他（特記事項） 
                                                 
（※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。 
（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対
象とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について 

研究倫理教育の受講状況 受講 ■   未受講 □ 

６．利益相反の管理 

当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ■ 無 □（無の場合は委託先機関：                 ） 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 ■（有の場合はその内容：                 ） 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。 
                   ・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。 



令和 ５年 ５月 １８日 
 
厚生労働大臣  殿 

                                                                                            
                 
                              機関名 京都大学 

 
                      所属研究機関長 職 名 医学研究科長 
                                                                                      
                              氏 名 伊佐 正           
 

   次の職員の令和４年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につい

ては以下のとおりです。 

１．研究事業名 地球規模保健課題解決推進のための行政施策に関する研究事業            

２．研究課題名 Universal Health Coverage (UHC)の推進のための世界の保健医療情報システム革新の 

効果検証に資する研究   

３．研究者名  （所属部署・職名） 医学研究科・教授                        

    （氏名・フリガナ） 黒田 知宏・クロダ トモヒロ                   

４．倫理審査の状況 

  
該当性の有無  

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み   審査した機関 未審査（※2） 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理

指針（※3） 
 □   ■ □  □ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針  □   ■ □  □ 

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針 
 □   ■ □  □ 

その他、該当する倫理指針があれば記入すること 

（指針の名称：                   ） 
 □   ■ □  □ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。 

その他（特記事項） 
                                                 
（※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。 
（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対

象とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について 

研究倫理教育の受講状況 受講 ■   未受講 □ 

６．利益相反の管理 

当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ■ 無 □（無の場合は委託先機関：                 ） 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 ■（有の場合はその内容：                 ） 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。 
                   ・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。 


